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1
質問該当箇所：「契約書
（案）」3ページ・（電気料金
の算定）

弊社では、料金単価の変動をもたらす燃料費等調整の仕組み
を導入していないため、
燃料費等調整が必須の場合は入札に参加することができませ
ん。
弊社のような事業者が応札に参加することは可能でしょう
か。
※契約期間中に燃料市場等の高騰があった場合でも、弊社か
ら値上げをお願いすることはございません。
また、政府による割引（激変緩和処置等）が発生した際に
は、適切な額を請求額に適応させていただいております。
燃料費等調整を行わないことで燃料市況や市場価格の変動リ
スクを抑えられるだけでなく、
請求金額が安定(固定化)し、予算管理等にもお役立ていただ
けるものと考えております。

契約書（案）第７条のとおり、出来
ません。

2 政府の電気料金支援について

電気・ガス価格激変緩和対策措置や酷暑乗り切り緊急支援な
どの政府の支援政策が再度実施されることとなった場合、弊
社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、別項目を設
けてのお値引きとなります。ご了承いただけますでしょう
か。

契約書（案）第25条のとおり協議し
ます。

3 請求書の送付方法について

郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法へ
の対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化
等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認い
ただく方法をご了承いただけますでしょうか。

請求書をWeb上での確認・ダウンロー
ド・印刷は認めません。

4 請求書の発行について

弊社では仕様書や契約書（案）に記載がない場合、各施設を
まとめた一括請求について発行することができません。供給
地点特定番号毎の個別での請求書発行となりますが、ご了承
いただけますでしょうか。

よろしいです。

5 計量日について 現在の計量日をご教示ください。
契約書（案）第６条のとおり、毎月
末日24時です。

6 途中解約について
仕様書等に記載の無い、契約期間中に施設の閉鎖や移転等に
より電力の供給停止に伴う途中解約が発生する場合、協議の
うえでの解約となりますがご了承いただけますでしょうか。

契約書（案）第25条のとおり協議し
ます。

7 契約書（案）８条

〈ご請求情報の反映日について〉
使用量を含むご請求情報は、一般送配電事業者から原則として検針
日から起算して５営業日までに小売電気事業者（弊社）へ提供され
る検針結果（確定使用量データ等）にもとづき料金の算定を行なう
ため、原則として検針日から起算して６営業日までに「ほくでんエ
ネモール」でのお知らせとなることを認めていただけるか。

お知らせが6営業日になることは、問
題ありません。請求に関しては、契
約書（案）第8条のとおりです。

8 契約書（案）

〈臨時精算金の取り扱いについて〉
契約の開始もしくは、受電設備容量の増設などの電気工事を起因と
した契約電力増加以降１年に満たずに電気の使用を廃止（他社切替
含む）、または契約電力を減少しようとされる場合には、弊社は需
給契約の消滅または変更の日に、料金（１年未満の使用部分に対し
臨時電力（常時契約の1.2倍））を適用し、既に申し受けた料金との
差額）および工事費等の精算していただくことを認めていただける
か。

契約書（案）第５条及び第25条のと
おり協議します。

9
契約書（案）　３　契約種
別（２）

〈平日・休日の取り扱いについて〉
平日・休日における電力量料金単価が異なる場合、弊社における平
日・休日の定義について、休日は土曜日、日曜日、「国民の祝日に
関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、
5月2日、12月30日および12月31日を指し、平日とは休日以外の日を
指すが、この取扱いを認めていただけるか。

契約書（案）のとおり認めません。

10
契約書（案）　３　契約種
別（２）、（３）

〈昼間・夜間の取り扱いについて〉
昼間時間・夜間時間における電力量料金単価が異なる場合、弊社に
おける昼間時間・夜間時間の定義について、昼間時間は毎日午前 8
時から午後 10 時までの時間を指し（ただし、日曜日、「国民の祝
日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30
日、5 月 1 日、5 月 2 日、12月 30 日および 12 月 31 日の該当
する時間を除く）、夜間時間は昼間時間以外の時間を指すが、この
取り扱いを認めていただけるか。
　※なお、当取り扱いが不可の場合、昼間時間・夜間時間区分のな
いメニューを基準にした応札となるため、ご了承いただきたい。

契約書（案）のとおり認めません。
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11 契約書（案）５条

〈契約電力決定方法について（実量制契約）〉
５００kW未満の契約については実量制契約となり、各月の契約電力
については、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力の
うち、いずれか大きい値とするが、この取り扱いに応じていただけ
るか。

契約書（案）第５条のとおり協議し
ます。

12 契約書（案）８条

　〈（未定）振込用紙の有料化の可能性について〉
高圧契約については、請求書や振込用紙などの無料書面発行（郵
送）を継続する予定であるが、将来的に手数料等をご負担いただく
取扱いに変更となる場合、応じていただけるか。

出来ません。請求に関しては、契約
書（案）第8条のとおりです。

13
個別仕様一覧No.59「標茶合
同庁舎」について

住所が「川上郡標茶町常盤８丁目１番地」とございますが、当社と
約款契約中の「標茶保健所」が同住所に該当いたします。
こちらについては、同一の契約となるのか、全く別のご契約になる
のでしょうか。
（もし可能でございましたら、供給地点特定番号をお伝えいただけ
ますと幸いです。）

同一の建物で、名称が変わりまし
た。

14
個別仕様一覧No.60「別海合
同庁舎」について

住所が「野付郡別海町別海緑町38-1」とございますが、昨年度2025
年7月28日付け公告（根室振興局別海合同庁舎高圧電力需給契約）に
おいては、「野付郡別海町別海緑町38-5」とございました。
住所については、どちらが正しいものとなりますでしょうか。（も
し可能でございましたら、供給地点特定番号をお伝えいただけます
と幸いです。）

38－5が正しい住所です。

15
個別仕様一覧No.60「別海合
同庁舎」について

昨年度2025年7月28日付け公告（根室振興局別海合同庁舎高圧電力需
給契約）において、契約期間2025年10月～2026年9月と記載がござい
ましたが、今回の入札に含んでもよろしかったでしょうか。

含んでいただいて問題ありません。
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